
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
五
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(917)

(919)

(644)

(916)

(646)

(918)

(643)

(644)

フ
ィ
ン
ゴ
リ
モ
ド

(645)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(642)

(643)

(485)

(641)

(486)

(642)

(484)

テ
ラ
プ
レ
ビ
ル

(485)


